
 
 
 

 

第 56 回佐賀県防災会議資料 

 

① 災害復旧事業で果たす財務局の役割 

② 災害復旧費予算をめぐる不正事件に関する質問に対する答弁書 

③ 2020 年 7 月豪雨佐賀県内災害復旧費 55 億円（出典：佐賀新聞） 

④ 2019 年佐賀県内災害復旧費最高に（出典：佐賀新聞） 

⑤ 災害時における国有財産関係の対応（国有財産の無償貸付等） 
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財務省 福岡財務支局 佐賀財務事務所 

fo000905
テキスト ボックス
資料６





特 国 
豪雨ゃ地震などでの被災に迅速に対応 

災111-b、 ープぐ禾‘ 
財務局の役r 

自然災害で道路や河川などの公共土木施設、農地・農業用施設等が被災 

した場合には、費用の一部を国が負担する制度があるが、1日でも早く 

復旧を目指すためには、迅速な費用査定が必要になる。そこで財務局は 

現地に係官を派遣し、主務省庁、被災を受けた自治体とともに現地査定 

立会を行っている。災害復旧事業で果たしている財務局の役割について 

リポートする。 取材・文 向山勇 

~ 
」 
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I 
平成30年災では5万767件の災害査定立会を実施 

は財政を所管する財務省の立場から 

災き翌竺に派竺―― 肴 
立会官は災害査定官とともに 
現地で災害復旧事業費を決定 

災害復旧事業の査定立会はどのように行われるのか。 

被災した施設等の管理者（地方公共団体等）はまず、 

被災箇所の復旧事業計画を策定し、施設を所管する主 

務大臣（農林水産省、国土交通省等）に対して、災害 

復旧事業費を申請する。 

申請を受けた主務省は、災害現地に係官（災害査定 

官）を派遣し、災害復旧事業費の査定を行う。災害現 

地では、申請した地方公共団体等が申請内容について 

説明を行う。 

一方財務局は、財政を所管する財務省の立場から係 

官（立会官）を災害現地に派遣。立会官は、災害の状 

況や災害復旧事業費の調査を行い、災害査定官ととも 

に現地で国庫負担・補助の対象となる災害復旧事業費 

を決定する。 

関係者が現地に集合し、その場で災害復旧事業費を 

決定することで、より迅速な災害復旧が可能になる。 

災害復旧事業費の査定立会とは 

派遣 

（災議賞官）、→ 

・、 

申請 

財務局 
（立会官） 

・、 派遣 

災害現場 

珊也で災害復旧 

事業費の決定 

▲派遣 

地方公共団体 
（申請者） 

→ 

. 

災害査定立会制度は、昭和26年のルース台風によ 

る災害復旧事業費の査定に際し創設（昭和26年10月 

16日閣議決定）され、その後、今日に至っている。 

実は、災害査定立会制度ができた背景には、昭和 

25年9月に発生したジェーン台風の被災で起きたいわ 

ゆる天狗橋事件があると言われている。消防白書によ 

ると、ジェーン台風の被害は9月3,-,.-4日の2日間で死 

者398名、行方不明者141名、負傷者2万6,062名、 

住家全壊1万9,131棟、半壊10万1,792棟、床上浸水 

9万3,116棟、床下浸水30万8,960棟に達した。 

このとき台風による被災を装い、災害復旧事業とし 

て、石川県手取川に架かる木造っり橋「天狗橋」を、 

鉄骨の永久橋に架け替えようとしたものであり、これ 

を契機として、査定の厳正公正を期するために災害査 

定立会制度が創設された。 

近年の自然災害の増加に合わせて災害査定立会の件 

数も急増している。平成27年災（1-'12月）に実施 

された災害査定立会は1万2,482件でそのうち1万 

2,468件が決定を受け、災害復旧等事業費は1,672億 

3,300万円だった。ところが平成30年災では、5万 

767件の災害査定立会が行われうち5万460件が決定、 

災害復旧等事業費は6,663億L500万円に上った。 

災害復旧等事業費査定立会結果の推移 

決定件数と金額 
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衆議院議員梨木作次郎君提出災害復旧費予算をめぐる不正事件に関する質問に対する答弁書

メインへスキップ

サイトマップ ヘルプ

音声読み上げ サイト内検索

昭和二十五年十二月二日受領
答弁第二二号 

（質問の　二二）

　　内閣衆質第二二号
　　　　　昭和二十五年十二月二日

内閣総理大臣　吉田　茂

　　　　　　　　　衆議院議長　※(注)原喜重※(注)　殿

衆議院議員梨木作次※(注)君提出災害復旧費予算をめぐる不正事件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員梨木作次※(注)君提出災害復旧費予算をめぐる不正事件に関する質問に対する答弁書

一　１　石川県が、政府に申請した同橋のジエーン台風による災害復旧費の全額
　　　　　一千万円
　　２　申請年月日
　　　　　昭和二十五年十月四日
　　３　政府のこれに対する査定額、決定年月日、災害原因等愼重調査の要があるので採決は保留してある。
　　４　調査に出張した者の氏名とその報告
　　　　　建設技官　齊※(注)正男
　　　　　建設事務官　澁谷一友

　本橋は、指定府県道鶴来小松線中手取川に架設された三経間よりなる木造補剛構吊橋で、橋長二一二・七米有効幅員四・五米のもので昭和
九年の出水により流失し同十五年竣功したものである。ジエーン台風により被害を受け一千万円の復旧費で国庫負担の検査を申請したもので
あるが、十一月十一日午前十時頃上流方の吊線が全部切断し又は緊結クリツプが飛び補剛構及び床構は墜落し現に下流方親線に全橋がぶら
下つている状態である。本橋の落橋原因については種々議論もあるので愼重調査する必要もあるので採択は保留して来た。

二　石川県天狗橋損壞による往来妨害致死傷罪容疑事件の搜査進行状況について

　　十一月十一日石川県鶴来町警察署管内（自治体）に発生した標記事件については、同町公安委員会の要請に基いて国家地方警察石川県
本部はこれを応援し搜査に当つているが現在まで検挙取調べたものは

　１　石川県土木部　道路課長　竹島　※(注)一（四五）
　２　石川県金沢土木出張所長　島倉　武男（三九）
　３　石川県金沢土木出張所　技師　今西　三※(注)（二七）
　４　石川県金沢土木出張所　臨時雇　宮川　勉（二二）
　５　同右　雇　山森　郁夫（二三）
　６　同右　雇　松野　二※(注)（二一）
　７　宮竹組　專務取締役　金山　岩松（四一）
　８　同右　取締役　小林　淳（三二）
　９　土木請負業　※(注)山　初三※(注)（五五）

　の九名で、いづれも災害による国庫補助金をうる目的で共謀の上昭和二十五年十一月十一日石川県能美郡山上村字岩本と同県石川郡鶴来
町地内の県道にまたがる天狗橋を損壞の上墜落させ死傷者十名を出した容疑によるもので、罪名は往来妨害致死傷罪である。その後小林淳
は十一月十七日、今西三※(注)は十一月十八日、金山岩松、宮川勉、山森郁夫、松野二※(注)、島倉武男及び竹島※(注)一は十一月二十日そ
れぞれ身柄と共に金沢地方検察庁に送致し、検事に引継ぎ※(注)山初五※(注)は十一月二十八日逮捕したもので現在鶴来町において取調中
である。
　　なお宮川勉、松野二※(注)は十一月二十四日一応釈放され、金山岩松は十一月二十一日金沢地方検察庁において取調中発病したので釈
放し、現在金沢医大に入院中であるが、その他の者は十一月二十八日逮捕した※(注)山初三※(注)を除いていずれも検事拘留となり現在取調
続行中である。

三　災害復旧費査定の方針とその基準

　災害復旧費査定の方針とその基準については、昭和二十五年法律第一八九号昭和二十五年度における災害復旧事業費国庫負担の特例に
関する法律に準拠して執行している。
　すなわち、災害の原因は、暴風、洪水、高潮、地震等の異状な天然現象により生じた災害を採択し査定は、原則として、原形に復旧する限度と
し、但し、原形復旧が著しく困難又は不適当な場合は、これに代るべき必要な施設をなしうることとし、基準は一箇所の工費十五万円以上のもの
に限つている。

　右答弁する。

検索

ホームページについて Webアクセシビリティ リンク・著作権等について お問い合わせ

衆議院

Page 1 of 2衆議院議員梨木作次郎君提出災害復旧費予算をめぐる不正事件に関する質問に...

2021/03/04http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b009022.htm

fo000905
テキスト ボックス


fo000905
テキスト ボックス

fo000905
下線

fo000905
ハイライト

fo000905
テキスト ボックス
資料６－②





fo000905
テキスト ボックス
資料６－③





fo000905
テキスト ボックス
資料６－④





災害時における国有財産関係の対応（国有財産の無償貸付等）

　福岡財務支局では、国有財産法第22条第1項第3号等の規定に基づき、災害発生時の応急措置の用に供する

場合には、被災地の地方公共団体に対して、国有財産の無償での貸付けや使用許可を行う措置を講ずること

としています。

　災害発生時においては、被災地域の地方公共団体に対して無償貸付等が可能な国有財産（国有地等）のリ

ストを提供し、要望があった財産については速やかに貸付等を行うこととしていますので、詳細につきまし

ては、最寄りの財務局・財務事務所・出張所にお問い合わせいただきますようお願いいたします。 

• 災害が発生した場合における応急措置に使用する場合

• 地震防災応急対策の実施の用に使用する場合

• 原子力災害の緊急事態応急対策の実施に使用する場合

• 武力攻撃事態等における緊急対処保護措置の実施に使用する場合

• 　地方公共団体、水害予防組合、土地改良区

　（注）地域住民の方、ボランティア団体などの方が国有財産を必要とする場合は、地方公共団体（災害対

策本部など）を通じてご相談ください。 

無償貸付できる場合

無償貸付を受けられる者

Page 1 of 1災害時における国有財産関係の対応（国有財産の無償貸付等）：財務省福岡財務...
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